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白馬村開発行為の調整等に関する条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 事前協議等（第８条―第 10条） 

第３章 開発行為の計画（第 11条） 

第４章 開発の指導基準（第 12条―第 13条）  

第５章 白馬村開発審議会（第 14条―第 21条） 

第６章 雑則（第 22条―第 27条） 

附則  

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、開発行為が地域の都市環境に及ぼす影響の重要性に鑑み、

村、村民等及び開発事業者の責務を明らかにするとともに、開発事業者に対し

村が行う指導及び調整に関し、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）、都市計

画法施行令（昭和 44年政令第 158号）、長野県自然環境保全条例（昭和 46年

長野県条例第 35 号）、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）、建築基準法施

行令（昭和 25 年政令第 338 号）、景観法（平成 16 年法律第 110 号）、白馬村

景観条例（令和４年白馬村条例第 号）及び白馬村環境基本条例（平成 11年

白馬村条例第 25 号）に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、

将来の村民等の健康で文化的な生活の確保及び都市の健全な発展と秩序ある

整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。  

（１）建築物等 建築基準法第２条第１号に規定する建築物及び建築基準法施

行令第 138条各号に定める工作物をいう。 

（２）建築 建築物等を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 
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（３） 開発行為 第６条第１項各号に掲げる行為をいう。 

（４）土地の区画形質の変更 区画（建築物等の敷地）、形（切土、盛土等の造

成、公共施設等の整備）又は質（宅地以外の土地を宅地や公共施設等とする

こと）の変更をいう。 

（５）地域 開発行為又は事業活動を行おうとする場所の属する行政区（集落）

並びに当該行政区を含む地理的及び環境的に共通性のある範囲をいう。 

（６）村民等 村に住所を有する者、村の区域に一時滞在する者等をいう。 

（７）開発事業者 第６条１項各号に掲げる行為を行うもののうち、事業主体と

なる者、費用負担をする者、開発行為の設計及び施工監理にあたる者、開発

行為の施工に携わる者等をいう。 

（８）事業主 前号に定める者のうち、事業主体となる者をいう。 

（９）公共施設等 都市計画法第４条第 14項に規定する公共施設及び上下水道

施設、ごみ集積場、集会施設、学校教育施設、その他開発行為に伴い公益上

必要となる施設をいう。 

２ 前項各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、前条に掲

げる法令等において使用する用語の例による。 

（村の責務） 

第３条 村は、地域における良好な都市環境の保全及び形成が村域全体の都市環

境の向上につながるとの認識に立ち、開発行為における適切な指導及び調整

を行うとともに、開発行為に関連して公共施設等の基盤の整備その他必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 村は第１条の規定に則り、開発事業者に対して別に定める要綱等により指

導を行うものとする。なお、開発事業者が適正な理由なく指導に従わない場

合は、公共施設等の適正管理の観点から都市計画法第32条第１項における同

意を拒み、必要に応じてその開発区域が接続する村道の区域等について変更

を行うことができる。 

３ 前項の規定は、建築基準法施行細則（昭和35年長野県規則第63号）第19条

による申請書の受理及び意見書の交付についても準用する。 

（村民等の責務） 
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第４条 村民等は、開発行為に対し関心と理解を深めるとともに、積極的かつ

主体的に協力し、もって良好な都市環境の形成に努めるとともに、土地又は

建築物等の利用に対して不当な制限等を要求してはならない。 

（開発事業者の責務） 

第５条 開発事業者は、開発行為により地域の自然環境及び良好な都市環境が損

なわれることのないよう必要な措置を講ずるとともに、当該自然環境及び都

市環境を保全し、又は形成するための村の施策に協力しなければならない。 

２ 開発事業者は、開発行為を行う区域又は当該区域周辺に公共施設等の計画

が定められているときは、当該計画の早期実現に協力するとともに、当該計画

と整合のとれた整備を行うよう努めなければならない。 

３ 開発事業者は公共施設等の適正な管理のため、都市計画法第 32条における

同意及び協議において村の指導に従うものとする。 

(適用範囲等) 

第６条 この条例は、次のいずれかに該当する開発行為に適用する。 

（１）都市計画法第 29条第１項に規定する許可申請を要する事業 

（２）森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 10 条の２に規定する許可申請を要

する事業 

（３）長野県自然環境保全条例に規定する許可及び届出を要する事業 

（４）前３号に規定されない、樹木の伐採又は土地の形質変更が、3,000平方メ

ートルを超える事業 

（５）建築物の延床面積が 3,000平方メートル以上の事業 

（６）延床面積 3,000平方メートル以上又は 10戸以上の分譲マンション 

（７）施行区域が 500平方メートルを超え、かつ、建築基準法第 42条第１項第

５号に該当する道路（以下「位置指定道路」という。）の築造を伴う開発行

為（以下「小規模宅地開発」という。） 

（８）建築物等の建築で白馬村景観計画に定める高さの最高限度を超える事業 

（９）都市計画法第 42条第１項に規定する許可申請を要する事業のうち、村長

が必要と認める事業 

２ 建築物等の高さの基準となる地盤面は、建築物等が周囲の地面と接する位
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置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が３メート

ルを超える場合においては、その高低差３メートル以内ごとの平均の高さに

おける水平面をいう。 

（適用除外） 

第７条 前条第１項の規定にかかわらず、次に掲げる開発行為については、適用

しない。 

（１）国又は地方公共団体が行う開発行為 

（２）都市計画法等による計画事業その他の事業で計画的な土地利用が行われ

るものであるとして村長が認める開発行為 

（３）上位関係法令等による許認可、届出等を得て行う行為について、村長が認

める開発行為 

（４）私道等を位置指定道路に築造改修のみを行う事業 

第２章 事前協議等 

(事前協議) 

第８条 事業主は、第６条第１項各号に掲げる行為を行おうとする場合、当該開

発行為への着手又は都市計画法、建築基準法、農地法(昭和 27 年法律第 229

号)その他開発行為等に関係する法令(以下「関係法令」という。)に基づく許

可若しくは認可(以下「許可等」という。)の申請若しくは届出を行う３か月前

までに、規則で定めるところにより、当該開発行為の計画について村長と協議

しなければならない。なお、当該計画を変更する場合も同様とする。 

２ 村長は、前項に定める開発行為の計画について、白馬村開発審議会の意見を

聴くものとする。 

３ 開発事業者は、開発行為について紛争の生じることのないよう、原則として

施行区域の周辺住民及び利害関係者に対して、当該開発行為の計画の内容、施

工方法等を周知するための説明会等（以下「住民説明会」という。）を行わな

ければならない。 

４ 前２項の規定は、第１項に定める計画の変更及び次条に定める協定の内容

変更が必要となる場合について準用する。 

（協定の締結） 

第９条 第６条第１項各号に掲げる行為を行おうとする開発事業者は、周辺環
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境の保全を進めるために遵守すべき事項について、村長と協定を締結しなけ

ればならない。 

２ 開発事業者は、協定を遵守し、協定内容を誠実に履行しなければならない。 

３ 開発事業者は、協定の締結の後(関係法令に基づく許可等を受けたものにあ

っては、当該許可等の後)２年以内に開発行為に着手しなかった場合において、

当該開発行為に着手しようとするときは、改めて事前協議をしなければなら

ない。 

４ 開発事業者は、協定の締結の後に当該開発事行為に係る当該開発事業者の

地位の全部又は一部を他の者に承継させるときは、当該承継させる者に当協

定の内容を承継させるとともに、その旨を村長に届け出なければならない。 

(計画の公開等) 

第 10条 開発事業者は、前条による協定の締結後、速やかに規則で定めるとこ

ろにより当該開発行為の計画についての概要を記載した標識を設置しなけれ

ばならない。 

２ 前項の標識は、施行区域の道路に面した箇所その他公衆の見やすい位置に、

規則で定める期間、設置しなければならない。 

第３章 開発行為の計画 

(遵守すべき基本事項) 

第 11条 開発事業者は、開発行為の計画を策定するに当たっては、次に掲げる

基本事項を遵守しなければならない。 

（１）施行区域の選定に当たっては、地域の自然環境及び都市環境に客観的悪影

響が生じないよう配慮すること。 

（２）計画の内容は、総合計画等の村が定める計画に即したものとすること。 

（３）開発行為を行うに当たっては、環境の状況の把握、希少野生生物の保護、

及び環境の保全に関する施策を推進するため、必要な調査、監視、測定、検

査等を行うこと。 

 

（４）施行区域に文化財が存する場合又は希少動植物が生息若しくは生育して

いる場合には、その保護に努めること。 

（５）施行区域の緑化に努めるとともに、当該施行区域に天然樹林等が生育する



 6 / 9 

 

土地等がある場合には、できる限りその保全等に必要な措置を講ずること。 

（６）住宅の建築及び戸建て形式の簡易宿所等の建築を目的とする開発行為に

あっては、良好な住環境を確保すること。 

（７）主として店舗、事務所、工場等の建築を目的とする開発行為にあっては、

当該業務の形態、規模等を勘案して、建築物等及び公共施設等を適切に設置

するとともに、当該開発行為の施行区域が住宅地等に隣接し、又は近接する

ものは、その環境に配慮すること。 

（８）街区の構成に当たっては、地形、地盤の性質、日照、採光、通風、人や車

等の動線、埋設物に対する便宜、予定建築物等を総合的に勘案して定めるこ

と。 

第４章 開発の指導基準 

(指導基準) 

第 12条 村長は、適切な開発計画を誘導し地域の環境保全を図るため、開発の

指導基準（以下「指導基準」という。）を策定するものとする。 

２ 村長は、指導基準を策定、変更又は廃止しようとするときは、白馬村開発審

議会の意見を聴くものとする。 

３ 村長は、指導基準を策定又は変更したときは、これを公表するものとする。 

(指導基準の遵守) 

第 13条 開発事業者は、開発行為を行うに当たっては、指導基準を遵守し必要

な措置を講じなければならない。 

第５章 白馬村開発審議会 

(設置) 

第 14条 都市の健全な発展と秩序ある整備に関し、必要な事項を調査し、及び

審議するため、白馬村開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 

(任務) 

第 15条 審議会は、この条例に定めるもののほか、村長の諮問に応じ、都市の

健全な発展と秩序ある整備に関する事項について調査及び審議をする。 

(組織) 

第 16 条 審議会は、委員 16 人以内で組織し、その３分の２以上は白馬村に住

所を有する者とする。 
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２ 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。 

（１） 村議会議員 

（２） 識見を有する者 

（３） 関係事業者並びに関係機関及び団体の代表者 

（４） 前 3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者 

(任期) 

第 17条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

(会長及び副会長) 

第 18 条 審議会に、会長及び副会長を置き、第 16 条第２項第２号の規定によ

り委嘱された委員のうち、互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 19条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

(専門部会) 

第 20条 審議会に必要に応じて専門部会を置くことができる。 

（報酬等） 

第 21条 委員の報酬及び費用弁償については、白馬村特別職の職員で非常勤の

ものの報酬に関する条例(昭和 34年白馬村条例第 3号)及び特別職の職員等の

旅費又は費用弁償に関する条例(昭和 32 年白馬村条例第 16 号)の定めるとこ

ろにより支給する。 

第６章 雑則 

(立入調査等) 

第 22条 村長は、この条例の施行に際し、必要な限度において、職員に施行区

域又は建築物内に立ち入り、必要な事項を調査させ、又は関係者に質問させる
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ことができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者に提示しなければならない。 

(工事完了の届出) 

第 23条 開発事業者は、開発行為の工事が完了したときは、速やかにその旨を

村長に届け出なければならない。 

(検査) 

第 24条 村長は、前条の規定による届出があった場合は、当該開発行為がこの

条例に規定する事項及び都市計画法第 32条第１項において同意し、又は同条

第２項において協議した事項に適合して施行されているかどうかを検査する

ものとする。 

２ 村長は、開発行為の進捗状況に応じ必要があると認めるときは、中間検査を

行うことができる。 

３ 村長は、前２項の規定により検査を行った場合は、その結果を開発事業者に

通知するものとする。 

４ 村長は、小規模宅地開発において、検査結果が不合格だった場合、新たに築

造された位置指定道路が接続する既存道路の区域を変更することができる。 

(指導、勧告及び命令) 

第 25条 村長は、この条例の規定に違反し、又は指導基準を遵守しない開発事

業者に対し、改善措置を指導し、勧告し、又は命ずることができる。 

２ 開発事業者が、前項の措置に従わない場合、村長は開発区域に接続する既存

道路の区域を変更することができる。 

(公表) 

第 26条 村長は、開発事業者が前条の規定による勧告又は命令に従わなかった

ときは、当該開発事業者の氏名又は名称、勧告又は命令の内容その他村長が必

要と認める事項を公表することができる。 

２ 村長は、第８条第２項により審議会に意見を聴いた場合、その開発行為の完

了後、事業効果等について事後評価を行うものとする。 

３ 前項に定める事後評価の方法及び公表の方法については別に定める。 

(委任) 
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第 27条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この条例は、令和５年１月１日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 第 19条第１項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会は、村長が招集

する。 

（経過措置） 

３ 令和４年 12月 31日までに改正前の白馬村環境基本条例第 22条の規定によ

り事前協議のあったもののうち、同条例第 23条に定める協定の締結に至らな

いものについては、この条例第 14条により設置される白馬村開発審議会にお

いて従前の例により継続審議するものとし、協定については第９条の規定を

適用する。 


